
＜施工体制台帳（再下請負通知書）＞
・全ての業者要

④ 建設業許可証
・全ての業者要
・有効期限が工期内全て要

①②③ ２次以降業者の契約書類一式
・２次以降全ての業者要

・契約書
いづれかの ・注文書 ＋ 請書 ＋ 基本契約書
セット ・注文書 ＋ 請書 ＋ 基本契約約款

⑤ 主任技術者の資格者証
又は 証明書

・全ての業者要
・もしくは実務経験証明書

⑥ 主任技術者の健康保険証

＜＜施工体制台帳等に添付いただく書類（契約・資格）＞＞
１．注文書 ２．注文請書 ３．基本契約書または基本契約約款
４．建設業の許可証
５．主任技術者の資格者証の写し
６．主任技術者の保険証の写し

※４・５番は許可を取得している場合に限ります。

例：施工体制台帳（再下請通知書） 必要添付書類 －１
≪契約書類・資格書類≫



例：施工体制台帳（再下請通知書） 必要添付書類 －２
《保険加入証明：法人・個人事業主》

⑦ 社会保険加入証明
例）保険料納入通知書・領収証書

健康保険が組合加入の場合の用紙

⑧ 厚生年金加入証明
例）料金払込内容確認・領収済通知書

健康保険が「協会けんぽ」の場合は
こちらに金額表示されます。

⑨

特
別
労
災
加
入
証
明

例
）加
入
証
明
書

⑨

雇
用
保
険
加
入
証
明

例
）保
険
料
申
請
書
・
適
用
事
業
所
台
帳

労働保険番号
（下3桁が除かれた番号）

事業所番号
（雇用保険に加入していれば
事業所番号が付与される）

： 保険適用年度
労働保険の適用期間は、4月1日～翌年3月31日までの１年間

（更新手続は、毎年6月1日～7月10日）

【一元適用とは】 労災保険と雇用保険を一緒に処理するため、同じ用紙で労働保険番号がひとつになる。
【二元適用とは】 労災保険と雇用保険それぞれ個別に処理するため、労働保険番号はわかれます。

基本的に、建設の事業はこの二元適用事業となる。

「雇用保険分」に金額が記入さ
れているか確認してください。
「労災保険分」に金額記載され
ている場合は、労災保険の加
入証明になります。

「（ロ）雇用保険」に○が
記入されている場合もあります。

雇用保険に加入できない場合（経営者・個人事業主）は、特別労災の加入証明書を提出ください。

＜＜施工体制台帳等に添付いただく書類（保険加入証明）＞＞
７．社会保険の加入証明
８．年金の加入証明
９．雇用保険加入証明または特別労災加入証明

※９番は雇用保険に加入できない経営者・個人事業主は
特別労災の加入証明書を提出ください。



災の

例：施工体制台帳（再下請通知書） 必要添付書類 －３
《保険加入証明：一人親方・事業主》

⑩ 国民健康保険の加入証明
例）健康保険証

⑪ 国民年金の加入証明
例）年金手帳

⑫ 特別労災の加入証明
例）加入証明書・加入員証

： 保険適用年度
労働保険の適用期間は、4月1日～翌年3月31日までの１年間

（更新手続は、毎年6月1日～7月10日）

＜＜施工体制台帳等に添付いただく書類（保険加入証明）＞＞
１０．国民健康保険の加入証明
１１．年金の加入証明
１２．特別労災加入証明


